令和8年度　中野区産後ケア事業　委託事業者公募要領

１　公募の趣旨
中野区は、全ての子育て家庭に対して妊娠期から、出産・子育てに関する不安を軽減するとともに、各家庭のニーズに応じた支援を妊娠期から子育て期にわたって切れ目なく行うことにより、妊婦並びに乳幼児及びその保護者の心身の健康の保持及び増進を図ることを目指している。
このため、妊娠・出産・子育てトータルケア事業を拡充し、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行っていくため、各事業において専門性を発揮し、サービスを提供できる事業者を広く公募する。

２　委託業務の件名
（１）中野区産後ケア(ショートステイ)事業　
（２）中野区産後ケア(デイケア)事業　　
（３）中野区産後ケア(アウトリーチ)事業　

３　業務委託内容　※詳細は事業別仕様書のとおり
（１）基本業務　※全事業共通
①利用の受付及びサービス内容の説明
②各サービスの提供
③自己負担金の徴収と領収書の発行

（２）産後ケア事業　（次の①～③の事業のうち、全部又は２事業又は１事業を実施する。）
①ショートステイ（宿泊型）
ア　産後の母体管理及び生活面の指導
イ　母乳に関する相談及び授乳方法の指導（乳房マッサージを含む）
ウ　沐浴方法の指導
エ　発育又は発達に関する相談
オ　乳児に対する肌ケアの方法の指導
カ　その他保健指導
キ　食事の提供（1日３食。入退所の日は必要に応じて提供する。）
ク　利用アンケートの勧奨
[bookmark: _Hlk218865455]ケ　乳児の健康状態について特筆すべき点は母子手帳に記載する

②デイケア（日帰り型）　③アウトリーチ（訪問型）
ア 産後の母体管理及び生活面の指導
イ　母乳に関する相談及び授乳方法の指導（乳房マッサージを含む）
ウ　沐浴方法の指導 
エ　発育又は発達に関する相談
オ　乳児に対する肌ケアの方法の指導
カ　その他保健指導
キ　利用アンケートの勧奨
ケ　乳児の健康状態について特筆すべき点は母子手帳に記載する

４　委託期間
契約締結日の翌日から令和9年３月３１日まで
· 委託開始は令和8年春～秋頃の見込みになります

５　委託料等の上限
（１）ショートステイ（宿泊型）　
①基本利用料　(⑤の利用者負担金を含む) 
１日　　３２，１００円
②多胎児加算料　　　
１日　　８，８００円×(多胎児数－１)
③多胎児移動補助サービス料（送・迎それぞれ利用１回あたり）
　　　　１，６５０円
④事務手数料　（※事前説明経費を含む）
１日　　３，０８０円
⑤利用者負担金　　　
利用者が住民税課税世帯に属する者の場合、１日３,０００円を利用者負担額とし、その金額を控除した額を委託料とする。
なお、利用者負担金は事業者において利用者から徴収すること。

（２）デイケア（日帰り型）　
①基本利用料　(⑥の利用者負担金額含む)
１回　１８，９００円
②多胎児加算料
１回　　４，４００円×(多胎児数―１) 
③多胎児移動補助サービス料
１，６５０円
④未就学児きょうだい同伴加算
１回　　８，０００円
　　⑤事務手数料　　　　
１回　　１，１００円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑥利用者負担金　　　
利用者が住民税課税世帯に属する者の場合、１回１,０００円を利用者負担額とし、その金額を控除した額を委託料とする。
なお、利用者負担金は事業者において利用者から徴収すること。

（３）アウトリーチ（訪問型）
①基本利用料　(事務手数料、②の利用者負担金を含む)
１回　１４，５００円
②利用者負担金　　
利用者が住民税課税世帯に属する者の場合、１回２,０００円を利用者負担額とし、その金額を控除した額を委託料とする。
なお、利用者負担金は事業者において利用者から徴収すること。

６　応募に関する事項
（１）応募資格
①共通事項
この事業に参加しようとする事業者は、以下の要件をすべて満たしていなければならない。　以下の要件のいずれかを満たさなくなった場合または応募書類に虚偽記載があった場合は失格とする。
ア　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定（契約締結能力を有しない者等）に該当しないこと。
イ　中野区競争入札参加有資格者指名指定取扱要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。なお、契約締結日までの間に指名停止措置を受けた場合は失格とする。
ウ　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申し立て又は民事　再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申し立てがなされていないこと。
エ　中野区契約における暴力団等排除要綱（２０１２年中野区要綱第１４８号）に定める　入札参加除外の措置の要件に該当していないこと。
オ　公租公課の滞納がないこと。
カ　開業後３年以上の経営実績があること。
[bookmark: _Hlk168653335][bookmark: _Hlk168653418]キ　令和７年度に自治体で産後ケア事業の契約実績（１年以上）があること。ただし令和7年度に中野区で契約をしている場合にはその限りではない。
ク　提出書類一覧（様式６～８提出書類一覧）に定める書類を提出できること。
②ショートステイ（宿泊型）　
次の要件をすべて満たす者とし、要件の基準日は、申請書の提出期限とする。
ア　医療法(昭和２３年法律２０５号)に定める病院、診療所、助産所であること
イ　産後の母子のケアに関する知識及び技術において高い専門性を確保し、産後の宿泊型
相談支援業務について実績があること。または、分娩を取り扱っていること。
ウ　東京都内に産後ケア業務を実施できる場所が確保できること。
エ　施設・設備・人員体制
（A）本事業を安全・快適に提供できる施設・設備を備えていること。（B）規定した業務内容を提供できる人員を配置できること。（C）食事提供、入浴ができること。　
オ　区及び医療機関と連携・調整ができること。
③ デイケア事業（日帰り型）
次の要件をすべて満たす者とし、要件の基準日は、申請書の提出期限とする。
ア　医療法(昭和２３年法律２０５号)に定める病院、診療所、助産所または医療機関と適切な連携が確保されており、これらに準じるものとして適当と認められる施設であること。
イ　産後の母子のケアに関する知識及び技術において高い専門性を確保し、産後の母子に対する保健指導、支援業務について実績等が認められること。または、分娩を取り扱っていること。
ウ　東京都内に産後ケア業務を実施できる場所が確保できること。
エ　 施設・設備・人員体制
（A）本事業を安全・快適に提供できる施設・設備を備えていること。（B）規定した業務内容を提供できる人員を配置できること。（C）食事提供、入浴ができること。　
オ　区及び医療機関と連携・調整ができること。
④ アウトリーチ（訪問型）
次の要件をすべて満たす者とし、要件の基準日は、申請書の提出期限日とする。
ア　医療法(昭和２３年法律２０５号)に定める病院、診療所、助産所であること
イ　助産師を利用者の居宅に派遣できること。
ウ　助産師を派遣するにあたり、産後ケア事業として、統括する助産師による指導・監督が
常に行われる体制にあること。
エ　区及び医療機関と連携・調整ができること。

（２）応募書類
提出期限までに、参加表明をしたのち、以下①～④の書類を提出すること。
1 次の様式１～７について、応募する事業に該当する書類。
様式１　　申請書　　　　　　　　　　　（全事業　共通）　
様式２　　事業計画書　　　　　　　　　（　　　〃　  ）　
様式３　　地域貢献実績報告書兼計画書　（　　　〃　  ）　※該当事業者のみ
様式４　　応募資格要件確認書　　　　　（　　　〃　  ）
[bookmark: _Hlk187322891]様式５　　サービス相当額徴収申請書　　（　　　〃　  ）　※該当事業者のみ
　　　　　中野区産後ケア事業の実施に伴い、申請事業について利用者負担金以外に料　金を徴収するサービス等がある場合は提出すること。
· ホームページや事業チラシなどで、事業者を紹介する際に、サービス内容を掲載する場合がある。（掲載例：「別途５００円で昼食を食べることができます」等）
様式６　　提出書類一覧　（ショートステイ申請用）
様式７　　提出書類一覧　（デイケア申請用）
様式８　　提出書類一覧　（アウトリーチ申請用）
2 上記①の（様式６～８）提出書類一覧に定める書類　
（３）公募期間等
令和8年２月２日（月）から２月２４日（火）午後５時まで
※参加表明の期限は令和8年２月１３日（金）午後５時まで
※応募書類の提出期限は令和8年２月２４日（火）午後５時まで
※公募要領は、中野区ホームページからダウンロード可。

（４）提出先
① 事前参加表明
URL(https://logoform.jp/form/Trw5/1403083（外部サイト）)から電子申請サービス（LoGoフォーム）にアクセスし、画面の指示に従い全ての必須項目を正しく入力して、受付期間中（令和8年2月１３日（金）午後５時まで）に送信すること。
※ 上記期間中に、正常に受信したものを有効とします。
② 応募書類・提出方法等（持参又は郵送）
令和８年２月２日(月)から令和８年２月２４日(火)　午後５時まで
上記期間内に必要書類を中野区地域包括ケア推進課すこやか福祉センター企画調整係宛に持参または書留郵便(必着)とする。なお、提出に必要な書類の請求等の事情により、期間内に提出できない書類がある場合は、その旨を申し出ること。
※①事前参加表明を期限内に申請しても、②の対応が期間内に確認できない場合には無効とする。　
③ 郵送先
〒164-8501 東京都中野区中野四丁目11番19号
中野区地域包括ケア推進課すこやか福祉センター企画調整係　４階　　　　

７　審査及び結果等の通知について
（１）審査方法
書面及び現地確認、ヒアリング等の内容を総合的に審査し、合否を決定する。なお、審
査の過程で、区より、応募書類の内容確認や追加書類の提出を求めることがあり、その際に、区から連絡があった時から起算して、連絡が1週間取れない場合にも失格とする。
（新規応募事業者については、財務診断の結果も審査に含む。）

（２）結果等の通知
継続事業者については、現地審査やヒアリング等を行ったうえで、令和8年３月中旬頃（予定）に応募事業者に通知をする。
新規応募事業者については4月中旬以降に財務診断やヒアリング等を行ったうえで、通知する。

８　問い合わせ先
中野区地域包括ケア推進課すこやか福祉センター企画調整係　佐竹・松原　
電話　　０３－３２２８－８８０９
Ｅmail　sukoyakakikakku@city.tokyo-nakano.lg.jp
1

